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１ 共通的な改善方策

（１）「１者応札・１者応募」（以下「１者応札」という。）の発生原因については、契約

の類型ごとに異なる点も多いが、多くの類型に共通する原因としては、

ア 発注者側が業務の品質確保の観点から企業や技術者に求めている実績要件、資格

要件に対応した事業者が不足していた場合があったこと

イ 受注者側が、資格要件、業務内容からみて業務の確実な履行が行えるかの経営判

断を行い、応札を断念する場合があったこと

等が考えられる。

（２）このため共通的な改善方策としては、

ア 企業や技術者に求める実績要件、資格要件について、競争性の確保を図る観点か

ら、業務の品質確保を図りつつ、必要最小限のものとする

イ 応札しやすい環境整備を図るため、

（ア）ホームページの調達情報を事業者側からみて分かりやすいものに改善する

（イ）公告時期の早期化や企画書等の作成期間を十分確保する

等を行うこととする。

２ 類型ごとの改善方策

〔物品の購入〕

① 飼料等の購入

（１）１者応札となった原因としては、

ア 育種改良のため配合を指定した飼料を調達する必要があるため、近隣で対応でき

る業者が限定される

イ 防疫体制上、飼料の加熱や運送等に厳しい条件を付す必要があるため、近隣で対

応できる業者が限定される

ということが考えられる。

（２）１者応札の改善方策としては、

１者応札となった原因を考慮すると有効な方策を見いだしにくいが、公告期間を十

分にとり、必要な情報提供を行い、応札しやすい環境を整え応札者の増加を図ること

とする。

② 受精卵・凍結精液の購入

（１）１者応札となった原因としては、

家畜の育種改良を目的として導入する育種素材にあっては、遺伝的能力の向上と遺

伝的多様性の確保のため、あらかじめ能力と血統から受精卵・凍結精液を特定してい

ることから、当該育種素材の所有者は限定されている。

（２）１者応札の改善方策としては、

参加要件は必要最小限としていること、能力と血統から受精卵・凍結精液を特定し

ているため仕様の変更は出来ない。また、能力の高いものを速やかに調達する必要か

ら公告期間見直しは出来ないため、有効な方策を見いだしにくい。

このため、対応策としては、調達品目の仕様に関する情報提供を適切に行い、応札

しやすい環境を整え応札者の増加を図ることとする。



③動物（めん羊(ニュージーランド産サフォーク種)）の購入

（１）１者応札となった原因としては、

購入にあたり当該めん羊の産地がニュージーランド産と指定し、かつ、適合する

衛生条件や形質を満たすものを、２２頭という纏まった数を揃えて、現地での農場等

への折衝から通関、検疫そして納品まで一貫して行うことを仕様に挙げており、これ

を遂行するには相当の経験・実績と現地営業網を持つ業者にしか対応できず、その結

果、応札業者が限られたと考えられる。

（２）１者応札の改善方策としては

高額なめん羊を確実に輸入するためには、前述した仕様を緩めることは考えられず、

有効な方策を見出しにくい。

このため、対応策としては、調達品目の仕様に関する情報提供を適切に行い、応札

しやすい環境を整え応札者の増加を図ることとする。

④ オガ粉購入

（１）１者応札となった原因としては、

オガ粉を取り扱う業者は複数者あるものの、調達予定数量が多かったため、近隣で

取り扱える業者が限定される。

（２）１者応札の改善方策としては、

調達予定数量が多いことが原因であることから、公告期間を十分にとったうえで、

数量の分割等の手法を検討し、応札しやすい環境を整え応札者の増加を図ることとす

る。

⑤ＡＤＳＬの購入

（１）１者応札となった原因としては、

今回の購入は、現用機が故障したため、その代替を手配したわけだが、その仕様に

ついては、内線を利用してデータの送受信を行う方式が最近では使用されることが少

なく、また、該当機の製造メーカーが国内に無く、海外から輸入するしかないことか

ら、取扱業者が限られてしまったと考えられる。

（２）１者応札の改善方策としては、

前述のとおり緊急に代替機を必要としたことから公告期間を長く取れなかったの

で、出来る限り公告期間を十分にとり応札者の増加を図ることとする。

⑥薬品（グレーサー２価ワクチンほか７品目）の購入

（１）１者応札となった原因としては、

本件については、落札業者以外にもう１者応札の意向を示していたが、入札日までに

競争参加資格者名簿への登録が間に合わず、応札を断念した経緯がある。

（２）１者応札の改善方策としては、

公告期間を十分に設けることはもちろん、競争参加資格者名簿に未登録の応札希望

者に対しては、速やかに申請手続きを行うよう促す働きかけが必要と考える。

〔役務〕

①保険契約

（自動車保険、役員障害保険及び労務災害補償総合保険）

（１）１者応札となった原因としては、

保険会社の合併に伴い業界の寡占が進んだこと、及び保険会社による得意、不得意

の差が大きく、保険の内容ごとに棲み分けが進んでいることが反映されたものと思わ

れる。

（２）１者応札の改善方策としては、



業界再編の途上、前述したとおり寡占化が進んだことから同一保険グループ内での

競合を避ける傾向にあるた応札者が減少する方向に進むと見られるが、なお、入札

説明書を取得した者に対しては応札に向けて促す働きかけが必要と考える。

②ダンプトラック（オペレーター付き）賃貸借契約

（１）１者応札となった原因としては、

前回の入札不調を受けた再度公告入札だったが、前回の応札業者が辞退したため、

残る１者による入札となった。

（２）１者応札の改善方策としては、

今回、応札した１者以外が入札に参加しなかった事情は、当該者の経営判断による

ものあり、それに対する有効な方策を見出しにくいが、今後とも公告期間を十分にと

り、必要な情報提供を行い、応札しやすい環境を整え応札者の増加を図ることとする。

③トラクター賃貸借契約

（１）１者応札となった原因としては、

当該賃貸借契約が３か月間のレンタル契約であり、近隣でこの条件でトラクターの賃

貸借を行っている業者が限られていたため。

（２）１者応札の改善方策としては、

前述の状況から、それに対する有効な方策を見出しにくいが、今後とも公告期間を十

分にとり、必要な情報提供を行い、応札しやすい環境を整え応札者の増加を図ること

とする。

④自家用電気工作物保安業務

（１）１者応札となった原因としては、

公告期間を１ヶ月以上設け入札を実施したが、地域性、牧場の規模、業務の専門

性等により参加できる者は限定されると考えられる。

（２）１者応札の改善方策としては、

１者応札となった原因を考慮すると有効な方策を見いだしにくいが、公告期間を十

分にとり、必要な情報提供を行い、応札しやすい環境を整え応札者の増加を図るこ

ととする。


